
 

 

２ 神栖市におけるヒ素による健康被害等責任裁定申請事件 

（平成18年（セ）第２号事件・平成20年（セ）第４号事件） 

 (1) 事件の概要 

平成18年７月24日、茨城県神栖市の住民34人から、国（代表者内閣総理大臣）及び

茨城県を相手方（被申請人）として責任裁定を求める申請があった。 

申請の内容は以下のとおりである。申請人らの健康被害、財産及び精神的損害は、

居住する地区の井戸水から検出されたヒ素によるものであり、これらの原因は、旧日

本軍が第二次世界大戦中に保有し、その後現地に投棄されたヒ素を含む毒ガスないし

毒ガス原料である。被申請人国の毒ガス原料等の高度の法的管理保管義務の不履行及

び被申請人県が平成11年に近傍の井戸において高濃度のヒ素が検出されていたことを

把握していたにもかかわらず、必要な調査等を怠ったことを理由として、被申請人ら

に、連帯して、各申請人に対する損害賠償金300万円の支払を求めるものである。 

その後、平成20年９月29日、同一原因による被害を主張する住民５人から参加の申

立てがあり（平成20年（セ）第４号事件）、裁定委員会は、同年11月11日、これを許

可した。 

(2) 事件の処理経過 

公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、14回の審問期日を

開催するとともに、平成19年11月１日及び20年３月10日、ヒ素による健康被害等に関

する専門的事項を調査するために必要な専門委員５人を選任し、現地調査、申請人の

健康調査、現地証拠調べ、申請人本人及び参考人尋問を実施するなど、手続を進めて

いる。 

    なお、専門委員１人は一身上の都合により、平成21年11月１日付けで辞任した。 
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